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【 結果の概要 】 

 １ 民間企業における雇用状況 

（１） 雇用されている障害者の数、実雇用率 

１．８％の法定雇用率が適用される県内の民間企業（常用労働者数５６人以上規模企業

７２８社）における雇用状況は、対象労働者数が１４１，１７２人（前年比２７０人増加）、

雇用されている障害者数が２，３３９．０人（前年比１１．５人増加）で、実雇用率は１．

６６％（前年比０．０１ポイント上昇）となった。 
このうち、身体障害者は１，８５０人（前年比１４人増加）、知的障害者は４２０人（前

年比１９人減少）、精神障害者は６９．０人（前年比１６．５人増加）であった。 
雇用義務対象企業が１４社増加した中で、法定雇用率達成企業の数が、前年より８社減

少して３８１社となり、達成企業の割合は５２．３％（前年比２．２ポイント低下）とな

った。 

（２） 企業規模別の状況 

企業規模別でみると、雇用されている障害者の数は、５６～９９人規模、３００～４９

９人規模で減少したが、他の企業規模で前年より増加した。 
実雇用率は、５６～９９人規模、３００～４９９人規模で低下したが、１０００人以上

規模では２．０３％と２％を超えた。 
 

実雇用率（％） 
企 業 規 模 

平成２１年度 平成２０年度 
増減（ｐ） 

５６～９９人 １．５２ １．６６ ▲０．１４ 

１００～２９９人 １．４８ １．４６ ０．０２ 

３００～４９９人 １．５９ １．６５ ▲０．０６ 

５００～９９９人 １．６７ １．６４ ０．０３ 

１，０００人以上 ２．０３ １．９１ ０．１２ 

計 １．６６ １．６５ ０．０１ 

（３） 産業別の状況 

産業別でみると、業種によって増減にばらつきがみられる。 
雇用されている障害者の数は、「運輸業、郵便業」、「製造業」、「生活関連サービス業、娯

楽業」などで減少したが、「医療、福祉」、「金融業、保険業」、「サービス業（他に分類され

ないもの）」などで増加した。 
実雇用率は、「生活関連サービス業、娯楽業」、「建設業」などで低下したが、「情報通信

業」、「金融業、保険業」などで上昇した。 
 

実雇用率（％） 
産   業 

平成２１年度 平成２０年度 
増減（ｐ） 

D建設業 １．２５ １．５５ ▲０．３０ 



 2

Ｅ製造業 １．６６ １．６８ ▲０．０２ 

Ｇ情報通信業 １．８９ １．５９ ０．３０ 

Ｈ運輸業，郵便業 １．５３ １．６８ ▲０．１５ 

Ｉ卸売業，小売業 １．６６ １．６１ ０．０５ 

Ｊ金融業，保険業 １．９０ １．６６ ０．２４ 

Ｌ学術研究，専門・技術サービス業 ０．９４ １．０９ ▲０．１５ 

Ｍ宿泊業，飲食サービス業 １．６７ １．６６ ０．０１ 

Ｎ生活関連サービス業，娯楽業 １．７２ ２．１８ ▲０．４６ 

Ｏ教育，学習支援業 １．１２ ０．９７ ０．１５ 

Ｐ医療，福祉 １．７６ １．７７ ▲０．０１ 

Ｑ複合サービス事業 １．４４ １．４８ ▲０．０４ 

Ｒサービス業（他に分類されないもの） １．６７ １．６０ ０．０７ 

計 １．６６ １．６５ ０．０１ 

（４） 法定雇用率達成企業の状況 

法定雇用率達成企業の割合を企業規模別でみると、３００～４９９人規模、５６～９９

人規模、１００～２９９人規模で低下したが、１０００人以上規模、５００～９９９人規

模では上昇した。産業別でみると、「金融業、保険業」、「複合サービス事業」などで上昇し

たが、「建設業」、「学術研究、専門・技術サービス業」などで低下した。 
また、不足数が０．５人又は 1 人である未達成企業（1 人不足企業）は２３５社で全体

の３２．３％（前年比１．５ポイント上昇）、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇

用企業）は２２１社で全体の３０．４％（前年比２．５ポイント上昇）となった。 

 

 ２ 地方公共団体における在職状況  

（１） 県の機関 （法定雇用率２．１％） 

県の３機関（愛媛県知事部局、愛媛県警察本部、愛媛県公営企業管理局）に在職している

算定の基礎となる職員数は５，１３３人（前年比１１４人減少）、障害者の数は１１６．０

人（前年比３．０人増加）で実雇用率は２．２６％と前年２．１５％を０．１１ポイント上

回った。 
県の 3機関はともに法定雇用率を達成し、それぞれ昨年の実雇用率を上回った。 

（２） 市町の機関 （法定雇用率２．１％） 

市町の２１機関に在職している算定の基礎となる職員数は１０，３６６人（前年比９７

人減少）、障害者の数は２６２．０人（前年比２．０人増加）で実雇用率は２．５３％と前

年に比べ０．０５ポイント上昇した。 
全ての機関において、２年連続法定雇用率を達成した。 

（３） 県の教育委員会 （法定雇用率２．０％） 

愛媛県教育委員会に在職している算定の基礎となる職員数は９，１１４人（前年比１６

１人減少）、障害者の数は１７０．０人（前年比１１．０人増加）で実雇用率は１．８７％
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と前年に比べ０．１６ポイント上昇した。不足数は前年の２６．０人から１２．０人と１

４．０人の顕著な改善をみたが、依然として未達成状態が続いている。 

（４） 市町の教育委員会 （法定雇用率２．０％） 

市町の１１教育委員会に在職している算定の基礎となる職員数は１，８５２人（前年比

５９人減少）、障害者の数は４１．０人（前年比３．０人減少）で実雇用率は２．２１％（前

年比０．０９ポイント低下）と２年連続低下した。 
また、１１市町教育委員会のうち１０市町教育委員会が達成しているが、宇和島市教育

委員会において未達成となった。 

 ３ 独立行政法人における雇用状況  

愛媛労働局管内で障害者雇用義務のある独立行政法人（法定雇用率２．１％）は１法人で、

国立大学法人愛媛大学に在職している算定の基礎となる職員数は１，５２９人（前年比２５

６人増加）、障害者の数は３０．０人（前年比９．０人増加）で実雇用率は１．９６％と前年

に比べ０．３１ポイント上昇した。不足数は前年の５．０人から２．０人と改善したが、依

然として未達成状態となっている。 
           
【 行政の取組 】 

Ⅰ 公共職業安定所へ登録している障害者数が引き続き増えており、雇用失業情勢が厳しい中、

解雇など障害者雇用への影響を引き続き注視する必要がある。 
このため、拡充された各種雇用支援施策を活用して障害者の雇用を一層促進するとともに、

職場定着への着実な取組を推進することとする。 
 
Ⅱ 平成２０年１２月に公布された改正障害者雇用促進法の平成２２年７月施行分において、①

障害者雇用納付金制度の適用対象が２０１人以上規模企業に拡大されること、②障害者雇用率

制度の適用対象が短時間労働者にも拡大されること、法改正にあわせて、③除外率が１０％ポ

イント引き下げられること、など民間企業、公的機関においては、改正法への対応が求められ

ている。 
このため、引き続き改正法の周知に努めるとともに、法定雇用率達成指導の厳正な実施を推

進することとする。 
 
現下の雇用失業情勢に対応した障害者雇用の促進 
１ 経済団体等への障害者雇用の維持・拡大についての要請 
２ 個別企業等への雇用拡大の要請等 
３ 在職障害者の雇用維持への働きかけ 
４ やむなく離職に至った障害者への就職支援 
５ 特別支援学校卒業予定者に対する就職支援 




